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（出題の趣旨）

設問1は， 高齢者が事理弁識能力を失った後に， その親族が本人の代理人として

契約を締結し， その後に本人の後見人に就職したという事例を題材に， 無権代理人

の後見人就職という論点について問う問題である。 無権代理人が後見人に就任した 

場合には， 無権代理人の本人の地位を相続した場合と同様に， 追認拒絶の可否が問 

題となり得るが， 解答に当たっては， 問題の所在を的確に指摘した上で相続事例 

との異同等を踏まえながら， 事案に即した論述をすることが求められる。

設問2は， 債務者の唯一のめぼしい責任財産である不動産について詐欺による売

買契約が行われた事例を題材として， 詐害行為取消権と債権者代位権に関する民法

の規律の基本的知識を問うとともに 取消権の代位行使の可否について論理的な法 

的思考ができるのかを問うものである。 解答に当たっては， 詐害行為取消権と債権 

者代位権の要件該当性等について事案に即した検討をするとともに， 特に債権者代 

位権の行使については， 表意者保護のために認められている詐欺取消権等が代位行 

使の対象となるか否かについて論理的に分析をすることが求められる。
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第１ 設問１小問１ 

１ 結論：請求は認められない。Ｂに対する無権代理人責任のみ 

Ｃは、Ａに対し、消費貸借契約（民法、「以下法令名省略」５８

７条）に基づく貸金返還請求をしても、認められない。ＣはＢに

対し、無権代理人として、１１７条１項に基づく請求をし得るの

みである。理由は、次のとおりである。 

２ 代理による消費貸借契約成立の主張 

Ｃは、ＢがＡの代理人であると「本人のためであることを示し」

（９９条）、ＣがＡに対し、１００万円を無利息で、期限を定めず、

貸し渡した。すると９９条 1 項に基づき、代理人であるＢの行為の

効果がＡに及ぶように思える。 

３ 無権代理であること 

しかし、Ｂは、Ａから、上記消費貸借契約締結に関する代理権の

授与を受けていないことから、９９条の「代理人」に当たらず、Ｂ

の行為は無権代理である（１１３条１項）。 

従って、Ｂの行為の効果はＡに及ぶことがないことが原則である。

Ｂは、Ａから、代理権の授与の表示、代理権の授与を受けた事実

もないことから、表見代理が成立することもない。 

４ 事後的に無権代理人であるＢが本人の後見人となったことで、

代理権の欠缺を主張できなくなるのではないか又は代理権の追認

とならないか。 

（１）しかし、その後、ＢはＡの成年後見人に就任し、財産に関す

る代理権を有することになっている（８５９条１項）。 

すると、事後的に、ＢがＡの財産に関する代理権を有することに

なり、無権代理人の地位と後見人の地位が併存することにより、Ｂ

の行為の効果が、Ａに及び、代理権の欠缺を主張できないことにな

らないか（又は１１６条の無権代理行為の「追認」とならないか）

問題となる。 

（２）無権代理人が本人を相続した場合、禁反言の原則により、無

権代理行為をしたものが代理権の欠缺を主張することは信義則に

反し許されない。 

一方で、本人が無権代理人を相続した場合は、本人は無権代理行

為を行っていないため、本人の地位も併存し、代理権の欠缺を主張

することができる。 

この点、無権代理行為をした無権代理人が、本人の後見人となっ

た場合、一見すると、無権代理行為をしたものが正当な権限を有す

ることになった点で、上記の無権代理人の本人相続と同様に矛盾す

る行為をすることは信義則上許されないようにも思える。 

しかし、法的効果が及ぶ客体は、無権代理行為を行っていない本

人であり、本人自体が、矛盾挙動を行っていないにも関わらず、契

約の成立の責任を負わせることは、信義則の観点から許されない。 

従って、ＢがＡの後見人に就任したとしても、Ｂの行為の効果が

Ａに及ぶことはないといえる。 

（３）よって、Ｂの行為の効果がＡに及ばないことから、Ｃの請求
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は認められない。 

第２ 設問２  

１ 詐害行為取消権 

（１）主張の趣旨 

まず、Ｄは、４２４条１項に基づく詐害行為取消権により、債務

者Ａと受益者Ｅ間の売買契約を取り消し、４２４条の６に基づく「受

益者に対し移転した財産の返還の請求」として、Ｅに対する移転登

記の抹消登記を請求することが考えられる。 

（２）要件 

Ａは、本件不動産以外にめぼしい財産がなく、Ｄに対する５００

万円の債務を負っており、３０００万円の価値を有する本件不動産

を３００万円で売却することは、低廉な売却となり、不動産を金銭

に換え、その結果、２００万円の債務超過、無資力となることから

詐害「行為」に該当するようにも思える。 

この点、Ａは、売買契約時点で、価値が真実に３００万円しかな

いと信じていたことから、本件で、Ａに「債務者が債権者を害する

ことを知ってした」（４２４条１項）とはいえない。 

（３）結論 よって、４２４条１項の要件を充足しないことから、

詐害行為取消権を行使することはできない。よって１の方法はで

きず、Ｄの請求は認められない。 

２債権者代位権 

（１）主張の趣旨 

では、債権者であるＤは、①債務者ＡがＥに対して有する詐欺取

消権（９６条 1 項）を債権者代理権（４２３条１項）により行使し、

ＡＥ間の売買契約を取り消し、②債権者代位権として、抹消登記請

求権を行使することはできないか。 

（２）要件 

ア ①について：債権者代位権の要件を充足する。 

Ａには本件不動産以外にめぼしい財産がなく、３０００万円の

か価値を有する本件不動産を３００万円で売却された場合、２０

０万円の回収不能となることから、５００万円の債権を保全する

ために、ＡＥ間の売買契約を取り消す必要があり、「自己の債権を

保全するために必要がある」と言える。 

詐欺取消権は、表意者保護の制度で、「債権者の一身に専属する」

権利と言えるか問題となるが、身分行為ではなく、詐欺取消をしな

いことにより他人である債権者に被害を与える自由は保護に値しな

いことから、一身専属権ではなく、債権者代位できるものと考える。 

よって、ＤはＡの詐欺取消権を代位行使できる。 

イ ②について 

また、登記がＥに移転したままでは、処分され、Ｄの債権の確保が

できなくなる可能性があることから、ＡがＥに対して有する所有

権に基づく抹消登記請求権を行使することは、「自己の債権を保全

するために必要がある」と言えるため、代位行使できる。 

（３）結論 よって、Ｄの請求は認められる。以上 




